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【質問】私は現在45歳で、夫は48歳です。

子供は 18歳の長男(高校3年生)、 15歳

(中学3年生)の長女がいます。私は正社員

で年収250万円、夫は年収600万円です。

夫との離婚を考えていますが、離婚すると子

供をかかえて生活していくのに不安がありま

す。いますぐ離婚せずとりあえず別居して、

婚姻費用をもらい、時期を見て離婚して養育

費をもらおうと考えています。裁判所で調停

や裁判をした場合の、算定基準が変わると聞

いていますが、アドバイスをお願いします。

【回答】女性としては、収入が一般的に少な

いので、婚姻費用・養育費がどれだけになる

かは重要な関心事だと思います。

女性の代理人として婚姻費用・養育費老請

求する場合、未成年の子供をかかえている

ケースでは、調停や裁判で認められる金額が

少ない、と感じることがよくあります。

裁判所が指針としている婚姻費用・養育費

の基準表は、東京・大阪の裁判官、調査官に

よる養育費等研究会が、平成 15年4月に判

例タイムズ(法律誌)で発表したもので、全

国の裁判所において採用され、ネットで誰で

も見ることができます。

この算定表は、子どもの年齢や人数、支払

者と受取者の年収に応じて、金額がすぐに分

かりますが、かねてより低額で、シングルマ

ザーにとって厳しい金額となっているとの批

判がありました。

ちなみに今回の事例で当てはめると、婚姻

費用は約 12万円、養育費は約9万円強とな

ります。女性の収入がそこそこあるので、何

とか生活していけそうですが、お子さんの衣

食や、学校関係費用もかなりかかるので、苦

しいと思います。夫の収入がさらに低く、妻

の収入が少なくなれば¥妻の婚姻資用・養育

費老含む総収入はかなり下がっていき、もし

専業主婦だと生活が困難になるでしょう。

実は、平成 28年 11月15日に日本弁護

士連合会は、現在の算定表が、時代に対応し

ておらず、分担義務者の生活水準に比べて、

養育費・婚姻費用がかなり低く算定されてい

るとして、独自の検討を経て算定表を公表し

ました。しかし、裁判の実務では採用される

ことはなかったです。

このような流れを受けて、最近、この算定

表について、最高裁司法研修所が見直すこと

が公表されました(執筆後の 12月23日、

新算定表がウェブサイトに掲載されます)。

現行の算定表による婚姻費用・養育費が低額

すぎるとの批判があったので、増額される方

向での内容になりますが、夫婦の収入などに

よって、増額の程度は異なるものと思われま

す。

なお、とりあえず別居して婚姻費用をもら

い続けて、すぐには離婚をしないとの作戦は、

夫の収入が多くて婚姻費用がたくさんもらえ

る場合にはお勧めします。しかし、夫の収入

が少ない時は、離婚した際に母子手当がもら

えたり、市営住宅などに入りやすくなること

のメリットを総合して判断することが得策で

す。
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